
（
翻
刻
）
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
「
雑
事
記
」
二
条
城
関
係
箇
所
抜
粋

二
条
大
坂
善
悪
之
事

一
、
二
条
ハ
水
よ
し
、

一
、
二
条
ハ
米
舂
屋
ゟ
持
来
る
、

一
、
二
条
ハ
町
用
人
出
す
時
西
御
門
出
入
札
置
故
、
自
然
欠
落
を
し
て
も
札
紛
失
の
憂
ひ

な
し
、

一
、
二
条
是
一
ヶ
所
の
御
番
所
を
両
組
に
て
八
番
に
勤
む
、

一
、
二
条
は
二
丸
御
門
切
手
い
ら
す
、

一
、
二
条
ハ
井
戸
四
ヶ
所
あ
り
、
沢
山
也
、

一
、
二
条
ハ
巡
見
に
見
所
多
し
、

一
、
二
条
ハ
市　

御
城
外
に
て
鬱
散
、

一
、
二
条
ハ
出
立
時
奉
公
人
出
代
り
時
に
て
都
合
宜
し
、

一
、
二
条
ハ
東
西
共
小
屋
内
に
馬
場
あ
り
、

一
、
二
条
ハ
杖
の
者
草
取
掃
除
斗
り
の
人
足
差
引
致
す
、

一
、
二
条
ハ
番
衆
人
足
草
取
そ
う
し
に
斗
り
出
す
、

一
、
二
条
ハ
上
下
道
中
寒
暖
の
憂
な
し
、

一
、
二
条
ハ
小
屋
構
広
し
、

一
、
二
条
者　

御
城
内
大
御
番
頭
斗
り
行
合
会
釈
の
心
配
な
し
、

一
、
二
条
ハ
道
中
十
二
日
路
也
、

一
、
二
条
ハ
米
仲
次
大
御
番
頭
江
申
立
候
上
申
渡
、
町
奉
行
所
ヘ
ハ
被
申
付
候
仲
よ
り
相

届
取
扱
も
別
段
に
候
へ
は
取
締
由
、

一
、
二
条
ハ
交
代
当
暁
御
城
内
江
馬
引
入
附
出
す
故
都
合
よ
し
、

一
、
大
坂
ハ
悪
く
砂
こ
し
に
て
遣
ふ
、

一
、
大
坂
ハ
飯
米
手
人
を
以
舂
屋
迄
取
に
遣
す
、

一
、
大
坂
ハ
町
用
人
出
す
時
出
入
札
持
出
る
故
、
欠
落
い
た
せ
は
札
紛
失
端
印
之
内
、
札

留
の
差
支
有
、

一
、
大
坂
ハ
二
ヶ
所
の
御
番
所
故
四
番
ニ
勤
む
、

一
、
大
坂
は
桜
御
門
出
し
切
手
入
用
、

一
、
大
坂
ハ
二
ヶ
所
に
て
不
足
、
し
か
も
深
し
、

一
、
大
坂
ハ
巡
見
に
見
所
少
し
、

一
、
大
坂
ハ
市　

御
城
内
ニ
而
鬱
散
な
し
、

一
、
大
坂
ハ
出
立
時
奉
公
人
出
代
の
間
故
都
合
悪
し
、

一
、
大
坂
ハ
東
西
共
小
屋
内
に
馬
場
な
し
、

一
、
大
坂
ハ
御
修
復
手
伝
幷
草
取
人
足
共
出
杖
日
勤
也
、

一
、
大
坂
ハ
御
修
復
手
伝
幷
草
取
人
足
迄
御
番
衆
ゟ
出
す
、

一
、
大
坂
ハ
上
下
道
中
炎
暑
凌
加
多
し
、

一
、
大
坂
ハ
小
屋
構
狭
し
、

一
、
大
坂
ハ
御
城
内
に
御
城
代
御
定
番
御
加
番
御
目
付
等
有
之
、
会
釈
の
心
配
多
し
、

一
、
大
坂
ハ
道
中
十
三
日
路
也
、

一
、
大
坂
ハ
米
仲
次
年
々
代
り
組
頭
之
意
を
以
て
申
付
候
な
み
、
奉
行
江
之
届
な
き
事
故

取
締
あ
し
く
、

一
、
大
坂
ハ
御
城
内
江
馬
引
入
候
事
不
仕
、
前
前
日
手
人
に
て
舂
屋
迄
荷
物
出
故
万
事
不

自
由
な
り
、
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一
、
二
条
ハ
下
掃
除
之
者
世
話
な
し
、

一
、
二
条
ハ
塵
芥
物
持
出
人
世
話
な
し
、

一
、
二
条
ハ
御
破
損
奉
行
雨
天
御
扶
持
出
る
、

一
、
二
条
ハ
御
城
内
下
々
通
路
世
話
な
し
、

一
、
二
条
御
破
損
奉
行
役
所
筆
工
御
入
用
な
り
、

一
、
二
条
ハ
御
合
力
金
斗
り
に
て
出
米
払
小
屋
に
て
包
分
い
た
す
、

一
、
二
条
ハ
町
人
ハ
町
人
に
て
夫
々
支
配
あ
り
て
、
御
城
入
い
た
す
、

一
、
二
条
ハ
門
札
な
し
、

一
、
二
条
御
蔵
近
く
米
払
其
外
都
合
宜
し
、

一
、
二
条
ハ
西
御
門
留
る
事
な
し
、

一
、
二
条
ハ
惣
見
分
大
御
番
頭
斗
也
、

一
、
二
条
ハ
明
ヶ
六
の
御
太
鼓
早
く
暮
遅
シ
、

一
、
二
条
ハ
五
分
一
米
大
豆
直
段
よ
し
、

一
、
二
条
ハ
御
城
入
町
人
に
支
配
あ
り
、

一
、
二
条
ハ
火
事
千
本
屋
敷
の
鐘
ニ
而
能
知
る
也
、

一
、
二
条
ハ
炎
暑
を
一
度
越
す
也
、

二
条
ゟ
大
坂
の
方
能
条
々

一
、
大
坂
ハ
御
城
代
御
城
内
な
り
、

一
、
大
坂
ハ
船
廻
シ
手
軽
な
り
、

一
、
大
坂
ハ
魚
者
沢
山
な
り
、

一
、
大
坂
ハ
御
伝
馬
人
足
あ
り
、

一
、
大
坂
ハ
御
城
外
に
稽
古
な
し
、

一
、
大
坂
ハ
御
払
味
噌
あ
り
、

一
、
大
坂
ハ
登
り
前
為
替
に
て
盆
を
賄
ふ
助
け
あ
り
、

一
、
大
坂
ハ
御
櫓
の
遠
見
鬱
散
す
、

一
、
大
坂
ハ
下
掃
除
之
者
送
迎
致
す
、

一
、
大
坂
ハ
塵
芥
持
出
御
破
損
奉
行
送
迎
致
さ
せ
る
事
、

一
、
大
坂
ハ
御
破
損
奉
行
雨
天
除
日
御
扶
持
不
出
、

一
、
大
坂
ハ
御
城
内
下
々
御
城
札
ニ
而
通
路
、

一
、
大
坂
ハ
御
破
損
奉
行
役
所
筆
工
自
入
用
な
り
、

一
、
大
坂
ハ
御
合
力
二
丁
限
出
る
、
包
分
外
に
て
致
事
故
、
持
運
ひ
人
足
の
世
話
な
り
、

一
、
大
坂
ハ
町
人
地
役
仮
役
の
者
と
成
、
如
何
の
筋
あ
り
、

一
、
大
坂
ハ
札
門
あ
り
て
置
札
の
世
話
あ
り
、

一
、
大
坂
ハ
御
蔵
遠
く
米
払
其
外
難
渋
な
り
、

一
、
大
坂
ハ
三
所
御
門
御
城
代
御
定
番
ニ
欠
あ
れ
ハ
当
る
な
り
、

一
、
大
坂
ハ
近
年
御
城
代
も
出
席
手
重
也
、

一
、
大
坂
ハ
明
ヶ
六
遅
く
暮
六
早
し
、

一
、
大
坂
ハ
五
分
一
米
大
豆
二
条
ゟ
五
分
か
た
安
し
、

一
、
大
坂
ハ
町
人
無
支
配
同
様
ニ
而
取
締
な
し
、

一
、
大
坂
ハ
火
事
知
れ
す
、

一
、
大
坂
ハ
残
暑
と
炎
暑
と
二
度
越
す
也
、

一
、
二
条
ハ
所
司
代
御
城
外
也
、

一
、
二
条
ハ
船
廻
手
重
大
坂
迄
の
失
費
あ
り
、

一
、
二
条
ハ
魚
物
払
底
也
、

一
、
二
条
ハ
御
伝
馬
人
足
な
し
、

一
、
二
条
ハ
御
城
外
近
年
千
本
稽
古
あ
り
、

一
、
二
条
ハ
御
払
味
噌
な
し
、

一
、
二
条
ハ
出
立
跡
の
夏
か
ら
至
盆
の
難
儀
な
り
、

一
、
二
条
ハ
御
櫓
の
遠
見
な
し
、
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二
条
御
城
之
事

二
条　

御
城
ハ
昔
二
丸
斗
あ
り
て
、
慶
長
・
元
和
の
比
迄
ハ
、
二
条
御
屋
敷
と
い
ゝ
、
其

頃
三
輪
七
蔵　

七
蔵
家
筋
市
十
郎
な
り
、
市
十
郎
家
ゟ
同
姓
わ（

マ

マ

）

か
る
、
な
る
人
御
殿
を
預

り
、
則
御
殿
内
に
妻
子
住
居
す
、
大
坂
落
城
直
に
二
条
御
屋
敷
江
神
祖
被
為
入
、
御
玄
関

に
て
御
兜
を
七
蔵
に
給
ハ
り
、
今
に
彼
家
の
宝
と
す
、
寛
永
三
御
造
復
あ
り
、
今
の
南
北

中
仕
切
よ
り
西
御
門
迄
御
築
足
あ
り
、
夫
ゟ
以
来
御
城
与
唱
へ
、
七
蔵
も
御
殿
居
住
い
か
ゝ

と
、
そ
の
御
厩
曲
輪
を
賜
り
居
住
、
依
而
彼
所
を
七
蔵
曲
輪
と
も
い
ふ
、
其
後
大
御
番
方

の
在
番
始
り
、　

御
城
内
家
内
持
居
住
差
支
あ
り
て
、
万
治
三
年
西
御
門
前
に
て
千
六
百

坪
の
屋
敷
拝
領
、
内
八
百
坪
を
組
々
坊
主
拾
六
人
分
屋
敷
に
割
、
八
百
坪
を
以
住
居
と
す
、

後
東

（

徳

川

和

子

）

福
門
院
様
薨
御
、
御
附
同
心
壱
人
割
込
に
成
、
都
合
拾
七
人
と
成
、
夫
へ
五
拾
坪
自

屋
敷
の
内
を
渡
し
、
全
く
当
時
七
百
五
拾
坪
な
り
。
両
拾
七
人
の
内
、
御
太
鼓
へ
の
き
、

十
一
人
ハ
俗
体
羽
織
袴
に
て
、
御
殿
の
事
を
勤
む
、
俗
に
い
ふ
毛
坊
主
な
り
、
頭
の
存
寄

次
第
、
俗
体
坊
主
役
義
入
替
之
事
あ
り
、
寛
政
十
一
未
年
に
も
嘉
右
衛
門
と
云
毛
坊
主
何

と
哉
覧
い
ふ
坊
主
入
替
り
、
俄
坊
主
俄
附
鬢
お
か
し
き
事
あ
り
、
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解
題　

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
「
雑
事
記
」

二
条
城
関
係
箇
所
抜
粋

杉
谷　

理
沙

史
料
の
概
要

　

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
「
雑
事
記
」
（
請
求
記
号
二
一
三-

〇
〇
三
二
）
か
ら
「
二

条
大
坂
在
番
善
悪
之
事
」
「
二
条
大
坂
善
悪
之
事
」
「
二
条
御
城
之
事
」
を
収
録
し
た
。
「
雑

事
記
」
は
江
戸
初
期
以
降
の
記
録
・
文
書
類
を
雑
多
に
収
録
し
た
も
の
の
写
本
で
、
全
三
九

冊
。
記
事
の
下
限
は
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
で
あ
る
。
第
二
冊
の
巻
末
に
「
石
川
勝
任
編
」

と
あ
る
が
、
本
文
中
に
は
そ
の
名
が
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
石
川
勝
任
な
る
人
物
の
詳

細
は
不
明
で
あ
る

）
1
（

。
な
お
、「
雑
事
記
」
は
『
続
徳
川
実
紀
』
に
一
部
が
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、

今
回
翻
刻
し
た
箇
所
の
掲
載
は
な
い
。

１　

「
二
条
大
坂
在
番
善
悪
之
事
」
「
二
条
大
坂
善
悪
之
事
」

　

さ
て
、
「
二
条
大
坂
在
番
善
悪
之
事
」
「
二
条
大
坂
善
悪
之
事
」
は
、
二
条
城
お
よ
び
大
坂

城
で
在
番
を
す
る
際
の
良
し
悪
し
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
二
条
大
坂
在
番
善
悪
之
事
」

に
は
二
条
の
方
が
優
れ
て
い
る
三
四
項
目
を
、
「
二
条
大
坂
善
悪
之
事
」
に
は
大
坂
の
方
が

優
れ
て
い
る
八
項
目
を
挙
げ
る
。
そ
の
内
容
は
表
の
通
り
で
あ
る
。
物
品
の
入
手
が
容
易
か

ど
う
か
、
掃
除
人
な
ど
の
世
話
や
人
の
出
入
り
に
手
間
は
無
い
か
ど
う
か
、
上
り
下
り
の
道

中
や
滞
在
す
る
小
屋
が
快
適
か
ど
う
か
な
ど
が
比
較
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
か
ら
、
こ
れ

ら
は
在
番
を
つ
と
め
る
番
衆
に
と
っ
て
の
「
善
悪
」
（
良
い
点
と
悪
い
点
）
を
示
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
が
い
つ
頃
の
様
相
を
表
し
て
る
の
か
判
然
と
し
な
い
う
え
、
情
報
の
真
偽
が
不
明

瞭
な
箇
所
も
あ
り
、
史
料
と
し
て
用
い
る
に
は
慎
重
を
要
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
条
や

大
坂
在
番
の
内
部
事
情
を
見
知
っ
た
者
が
記
し
た
文
章
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
職
務
日

誌
で
あ
る
「
手
留
」
な
ど
か
ら
は
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
在
番
衆
の
生
活
空
間
と
し

て
の
二
条
城
の
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
興
味
深
い
。
総
じ
て
、
在
番
に
際
し
て
の
生

活
の
快
適
さ
や
、
煩
わ
し
さ
・
面
倒
が
な
い
こ
と
な
ど
が
良
し
悪
し
の
条
件
と
な
っ
て
い
て
、

そ
こ
に
二
条
城
の
警
衛
を
担
当
す
る
武
人
た
る
姿
は
殆
ん
ど
見
え
て
こ
な
い
。

　

ち
な
み
に
、
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
に
大
坂
在
番
を
つ
と
め
た
旗
本
山
中
吉
十
郎
の
家

臣
佐
藤
仲
右
衛
門
が
記
し
た
「
大
坂
在
勤
中
書
留
」
で
は
、
二
条
城
近
辺
は
大
店
も
な
く
「
至

而
淋
し
き
所
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

）
2
（

。
佐
藤
は
、
大
坂
城
を
「
御
城
絵
に
書
た
る
如
く
、

日
本
一
の
御
城
也
」と
讃
え
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
大
坂
城
贔
屓
の
人
物
で
あ
っ

た
。
至
極
当
然
な
が
ら
、
二
条
を
良
し
と
す
る
か
大
坂
を
良
し
と
す
る
か
、
感
想
は
人
そ
れ

ぞ
れ
で
あ
る
か
ら
、
「
雑
事
記
」
に
関
し
て
も
記
主
の
主
観
を
通
し
た
「
善
悪
」
で
あ
る
こ

と
に
は
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

な
お
、
「
二
条
大
坂
在
番
善
悪
之
事
」
「
二
条
大
坂
善
悪
之
事
」
の
各
項
目
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
表
の
補
注
お
よ
び
本
書
所
収
杉
谷
研
究
ノ
ー
ト
を
参
照
の
こ
と
。

２　

「
二
条
御
城
之
事
」

　

「
二
条
御
城
之
事
」
で
は
、
代
々
二
条
城
の
御
殿
番
を
務
め
た
三
輪
市
十
郎
家
の
来
歴
を

記
す
。
御
殿
番
と
は
御
殿
預
と
も
言
い
、
そ
の
名
の
通
り
二
条
城
の
御
殿
（
二
之
丸
御
殿
）

を
管
掌
し
た
役
職
で
、
金
庫
の
番
な
ど
も
担
っ
た

）
3
（

。
『
吏
徴
附
録
』
に
よ
れ
ば
、
三
輪
は
「
所

司
代
支
配
、
高
四
百
石
、
御
役
料
百
俵
、
在
京
、
恩
暇
金
壱
枚
時
服
二
、
坊
主
十
七
人
」
で

あ
っ
た
。

　

「
慶
長
見
聞
書
」
に
よ
れ
ば
、
二
条
の
御
所
（
家
康
の
京
都
屋
敷
）
が
出
来
し
、
長
者
町

の
三
輪
が
御
殿
を
預
か
る
こ
と
と
な
っ
た

）
4
（

。
「
二
条
御
城
之
事
」
に
は
、
御
殿
内
に
妻
子
と

と
も
に
住
ん
だ
が
、
寛
永
の
改
築
に
伴
い
城
内
の
御
厩
曲
輪
を
賜
り
居
住
し
た
と
あ
る
。
そ

の
後
、
大
御
番
に
よ
る
二
条
在
番
が
開
始
さ
れ
た

）
5
（

こ
と
に
よ
り
、
万
治
三
年
（
一
六
六
〇
）

西
御
門
前
に
千
六
百
坪
の
屋
敷
を
拝
領
し
、
う
ち
八
百
坪
を
配
下
の
坊
主
衆
一
六
人
の
屋
敷

に
割
り
当
て
、
三
輪
は
八
百
坪
の
住
居
を
得
た
。
そ
の
後
東
福
門
院
（
和
子
）
が
薨
去
し
た

の
に
伴
い
、
和
子
付
の
同
心
一
人
が
三
輪
に
付
け
ら
れ
、
あ
わ
せ
て
一
七
人
と
な
っ
た
。
ま

た
こ
の
一
人
に
三
輪
の
屋
敷
地
の
う
ち
五
〇
坪
を
渡
し
た
、
と
あ
る
。

　

三
輪
の
屋
敷
に
つ
い
て
、
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書

）
6
（

』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
役
屋
鋪　

東
西
八
拾
間
、
南
北
弐
拾
壱
間

　

御
殿
番
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三
輪
七
之
助

　

此
坪
数
千
六
百
八
拾
坪

　
　
　

内

　
　
　
　

東
西
三
拾
八
間
、
南
北
弐
拾
壱
間　

組
屋
敷

　
　

此
坪
数
七
百
九
拾
八
坪

　

右
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
若
干
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
「
雑
事
記
」
に
記
さ
れ
た
屋
敷

の
坪
数
と
お
お
よ
そ
同
規
模
で
あ
る
。

　

冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
御
殿
番
は
代
々
三
輪
氏
の
世
襲
に
よ
り
こ
れ
を
担
っ
て
い
た
が
、

三
輪
と
と
も
に
、
御
鉄
炮
奉
行
が
兼
帯
し
て
御
殿
番
と
な
る
場
合
が
あ
っ
た
。
本
書
所
収
「
二

条
在
番
手
留
」
で
は
重
野
長
左
衛
門
が
御
鉄
炮
奉
行
と
御
殿
番
を
兼
帯
し
て
い
る
様
子
が
見

え
る
。
こ
れ
は
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
段
階
の
三
輪
市
十
郎
が
御
殿
番
見
習
い
で
あ
っ
た

た
め
で

）
7
（

、
そ
の
後
市
十
郎
は
文
政
七
年
（
一
八
二
四
）
に
「
二
条
御
殿
預
」
に
任
じ
ら
れ
た

）
8
（

。

　

御
殿
番
配
下
の
坊
主
は
数
奇
屋
坊
主
と
呼
ば
れ
、
う
ち
一
名
が
二
条
城
の
「
時
之
太
鼓
」

を
管
理
し
時
刻
を
知
ら
せ
た
。
「
雑
事
記
」
に
は
「
十
一
人
ハ
俗
体
羽
織
袴
に
て
、
御
殿
の

事
を
勤
む
、
俗
に
い
ふ
毛
坊
主
な
り
」
云
々
と
あ
る
が
、
三
輪
配
下
の
坊
主
が
実
際
に
ど
の

よ
う
な
出
で
立
ち
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
ま

た
、
本
書
所
収
「
御
代
替
御
礼
住
職
継
目
御
礼
記
録
」
で
は
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
の

御
殿
番
は
三
輪
で
は
な
く
、
田
中
直
右
衛
門
・
井
上
栄
次
郎
と
見
え
る
が
、
い
ず
れ
の
時
点

で
三
輪
か
ら
替
わ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
御
殿
番
は
二
条
城
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
具
体
的
な
職
掌
は
じ
め
そ
の
実
態
は
未
だ
不
明
な
点
が
多
く
、
史
料
の
博
捜
含
め

今
後
の
研
究
が
俟
た
れ
る
。

３　

そ
の
他

　

「
雑
事
記
」
に
は
こ
の
ほ
か
、
項
目
立
て
ら
れ
て
い
な
い
二
条
城
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。

「
雑
考

）
9
（

」
で
は
「
二
条
御
城
東
の
方
よ
り
、
御
本
丸
焼
失
跡
江

入
口
ニ
御
門
渡
櫓
あ
り
、
御

廊
下
橋
と
い
ふ
、
往
古
ハ
二
丸
御
本
丸
通
路
御
廊
下
あ
り
と
い
ふ
、
御
櫓
の
瓦
、
織
田
家
瓜

の
紋
隅
瓦
一
ツ
あ
り
、
豊
臣
家
菊
桐
と　

御
当
家
御
紋
と
三
品
入
交
り
あ
り
」
と
、
か
つ
て

城
内
に
織
田
・
豊
臣
・
徳
川
の
家
紋
が
入
っ
た
瓦
が
あ
っ
た
と
記
し
て
お
り
、
ま
た
、
二
条

城
の
太
鼓
に
つ
い
て
、
太
鼓
坊
主
は
三
輪
市
十
郎
の
支
配
で
あ
る
こ
と
や
、
太
鼓
を
張
り
替

え
る
際
、
所
司
代
か
ら
天
部
村

）
10
（

に
請
け
負
わ
せ
た
と
あ
る
。
「
諸
式
留
帳
」
に
は
「
前
々
よ

り
二
条
御
城
内
御
時
太
鼓
、
天
部
村
年
寄
利
右
衛
門
へ
被
為
仰
付
候

）
11
（

」と
あ
り
、
元
文
三
年
（
一

七
三
八
）
の
時
点
で
「
前
々
」
か
ら
太
鼓
の
張
替
え
を
請
け
負
っ
て
い
た
。
ま
た
天
部
村
は
、

宝
永
年
間
頃
ま
で
、
下
村
氏
の
主
導
の
も
と
二
条
城
掃
除
人
足
を
出
し
て
い
た
村
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
た

）
12
（

。

　
瓦
の
紋
に
つ
い
て
な
ど
真
偽
不
明
な
部
分
は
あ
る
も
の
の
、
「
雑
事
記
」
の
二
条
城
関
連

記
事
か
ら
は
、
容
易
に
は
立
ち
入
る
こ
と
の
で
き
な
い
城
内
の
様
子
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
伺
え
る
。

【
注
】

（
1
）　

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
編
『
内
閣
文
庫
未
刊
史
料
細
目
』
一
九
七
八
年
。

（
2
）　

野
高
宏
之
「
史
料
紹
介　

大
坂
御
城
在
勤
中
書
留
」
（
『
地
域
創
造
学
研
究
』
二
四-

四
、

二
〇
一
四
年
）
。

（
3
）　

柴
田
純
「
二
条
城
番
衆
と
京
都
」（
元
離
宮
二
条
城
事
務
所
編
『
令
和
三
年
度
歴
史
講
座[

記

録]

』
、
二
〇
二
二
年
）
。

（
4
）　

慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
五
月
一
日
条
。

（
5
）　

二
条
在
番
の
制
度
が
開
始
さ
れ
た
の
は
寛
永
一
二
年
（
一
六
三
五
）
。

（
6
）　

『
紀
要
』
第
一
号
の
編
年
史
料
420
。

（
7
）　

「
二
条
在
番
手
留
」
文
政
三
年
一
一
月
一
日
条
。

（
8
）　

同
様
に
、
文
化
年
間
に
は
平
岩
右
膳
が
御
鉄
炮
奉
行
と
御
殿
番
を
兼
帯
し
て
い
る
（
『
京
都

武
鑑
』
）
。

（
9
）　

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
「
雑
事
記
」
第
二
八
冊
の
№
四
五
五
。

（
10
）　

本
文
中
で
は
「
天
辺
村
」
。

（
11
）　

『
紀
要
』
第
一
号
の
編
年
史
料
354
。

（
12
）　

中
澤
巷
一
・
小
林
宏
「
近
世
上
方
に
お
け
る
賤
民
支
配
の
成
立
」
（
『
法
制
史
研
究
』
一
九
、

一
九
六
九
年
）
、
辻
ミ
チ
子
「
京
都
に
お
け
る
四
座
雑
色
」
（
『
部
落
問
題
研
究
』
四
、
一
九

五
九
年
）
。
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24 合力金
二条ハ御合力金斗りにて出米払小屋にて包
分いたす／大坂ハ御合力二丁限出る、　包
分外にて致事故、持運ひ人足の世話なり

合力金については杉谷研究ノート注（14）参照。

また大坂城での合力金渡しの方法については岩城

卓二「在坂役人と大坂町人社会」（杉谷研究ノー

ト注〈33〉）参照。

25 町人の支配
町人は町人がそれぞれ支配して入城する/
町人が地役や仮役となる（？）

二条城に入城する町人は「札親」が統括する。杉

谷研究ノート２-(３)－⑥参照。大坂城に関して

は委細不明。

26 門札 門札なし/札門があり置札の世話がある

27 御蔵の遠近と米払
御蔵が近く米払いやそのほかに都合が良い
/御蔵が遠く米払いそのほかに難儀する

28 御門留
西御門留（出入停止）はない／三所御門は
城代・定番に欠があれば停止になる（?）

二条城では、在番や職人、商人らは西御門を通っ

て入出城した。

29 惣見分
惣見分は大番頭のみ行う/近年は城代も出
席するため容易でない

二条城の番頭による惣見分については杉谷研究

ノート１-(２)参照。

30 明け暮れの太鼓
明け六つの太鼓は早く、暮れは遅い／明け
六つは遅く暮れは早い

明け六つは午前六時頃。暮れ六つは午後六時頃。

二条・大坂とも、時の太鼓は御太鼓坊主が鐘を鳴

らし時を知らせた。二条城の御太鼓坊主は御殿番

三輪の配下。「早し」、「遅し」の詳細は不明。

31 五分一米と大豆の値段 値段がよい/二条より五分かた安い
合力米の現物渡し分と関連か。合力米については

杉谷研究ノート注（14）参照。

32 町人
入城する町人を管理する/町人を管理して
いないのに等しく取り締まっていない

町人の出入り・管理に関しては杉谷研究ノート２

-(３)-⑥～⑧参照。

33 火災報知
火災時には千本屋敷の鐘が鳴りよくわかる
/火災時にわからない

「千本」は、二条城の北西に位置した所司代の下

屋敷のこと。京都大学所蔵『中井家文書』の「所

司代千本屋敷絵図」には、火見櫓と釣鐘は千本屋

敷の北西に見える。二条城での火事対応について

は、樋爪修「江戸時代の京都大名火消」（『近江

地方史研究』27、1992年）、藤本仁文「近世京都

大名火消の基礎的考察」（『将軍権力と近世国

家』塙書房、2018年、初出2005年）参照。

34 夏の暑さ 炎暑を一度越す/残暑と炎暑を二度越す 交代の季節と関連か。

35 所司代・城代の所在 所司代が城外にいる/城代が城内にいる 所司代上屋敷は二条城の北に所在。

36 船廻
船廻しは容易でなく大坂までの出費がある
/手軽である

37 魚 魚物が底をついている/魚はたくさん

38 伝馬人足 御伝馬人足がいない/御伝馬人足がいる 委細不明

39 城外での稽古
城外（千本屋敷）にて稽古がある/城外で
稽古がない

杉谷研究ノート２-(３)-①参照。

40 御払味噌 御払味噌なし/御払味噌あり
大坂では、蔵奉行が管理する城内の蔵に、米穀は

じめ籾・糒・大豆・味噌・塩などが蓄えられてい

て、これが払い下げられた。

41 盆の賄い
出立後の夏から盆に至り難儀/登り前為替
にて盆を賄う助けがある

委細不明

42 櫓の遠見
櫓の遠見がない/櫓の遠見があり気晴らし
になる

二条ゟ大坂の方能条々
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項目 内容（二条/大坂） 補注

1 水 水が良い/悪く砂こしが必要

2 米の入手
米搗屋から持ってくる/飯米手人を米搗屋
まで取りに遣わす

3 御門出入札の紛失

町用人を出す時は西御門に出入札を置いて
いるため欠落しても札紛失の心配がない/
出入札を持ち出すため欠落すると札を紛失
し札留（通行禁止）の支障がある

本書所収杉谷研究ノート２-(３)-⑥（※第二章第

三節の⑥、以下同様）参照。

4 番所勤めの番組み
一箇所の御番所を二組八番で勤める/御番
所が二箇所のため四番で勤める

5 御門の切手
二ノ丸御門に切手がいらない/桜御門を出
るのに切手がいる

6 井戸の数
井戸が四ヶ所ある。たくさん/二ヶ所しか
なく不足。しかも深い。

二条城内の井戸の位置は参考図２参照。

7 巡見の見所 見所が多い/見所が少ない

「手留」には、二条在番の番頭と番衆が、今宮、

東山、高雄、嵐山などを巡見している様子が見え

る。大坂在番の巡見については当解題注（2）参

照。

8 市
城外にあり気晴らしになる/城内にあり気
晴らしにならない

「市小屋」と関連か。市小屋については杉谷研究

ノート２-(１)参照。

9 奉公人の出替
出立が奉公人の出替時であるので都合が良
い／奉公人出替の間であるので都合が悪い

出替奉公の切り替えは3月。二条在番の交代は3

月・4月、大坂は7月・8月。杉谷研究ノート２-

(３)-⑤参照。

10 小屋内馬場
東西とも小屋内に馬場がある/東西とも小
屋内に馬場がない

絵図類には二条城番衆小屋域に馬場は確認できな

い。

11 「杖の者」の人足
草取掃除ばかりの人足に差し引きする／修
復の手伝と草取人足とも日勤する

「杖の者」は老人のこと。その人足役については

委細不明。

12 番衆の出す人足
番衆の人足の供出は草取だけ/修復の手伝
いや草取人足に至るまで番衆から供出する

杉谷研究ノート２-(２)参照。

13 上り下り道中の気候 寒暖の心配がない/炎暑が凌ぎがたい

二条在番の登り・下りは3月～4月、大坂在番は7

月～8月。当時は太陰暦が用いられており、現代

の感覚とは異なるが、例えば文政3年（1820）の

暦を照合すると、二条在番の先組出立の3月28日

は太陽暦の5月10日、大坂在番の先組出立の7月22

日は8月30日にあたる。つまり二条在番の上下道

中は春、大坂は残暑の時期と重なる。

14 小屋構の広さ 広い/狭い 杉谷研究ノート２-(１)参照。

15 城内での会釈
城内で行き合うのは大番頭だけで会釈の心
配がない/城内に城代・定番・加番・目付
等がいて会釈の心配が多い

16 道中にかかる日数 12日/13日

17 米仲次

大番頭へ申し立てた上で申し渡す。町奉行
所へは申し付けられたものが届ける。取扱
いも特別なもののため取り締まる／毎年代
わる、組頭の意向で申し付ける。奉行所へ
の届けは行わないため取り締まりが事行か
ない

在番の米仲（中）次については岩城卓二「在坂役

人と大坂町人社会」（杉谷研究ノート注〈33〉）

参照。

18 交代時の荷物の輸送

交代当日の暁に城内へ馬を引き入れ荷物を
付けて出すため都合が良い/馬は引き入れ
ず、前々日に配下の者が舂屋まで荷物を出
すため万事不自由

「附出す」とは馬の背に荷物をつけて送り出すこ

と。

19 下掃除の者 世話はない/送迎をする 杉谷研究ノート２-(２)参照。

20 塵芥持出人の世話 世話はない/御破損奉行が送迎をさせる 杉谷研究ノート２-(２)参照。

21
破損奉行の雨天時の扶
持

扶持が出る／出ない

「手留」には「御修復破損奉行相勤候ニ付、如先

例勤日数を以、御扶持方被下候」とあり、大坂在

番の場合も同様に「御修復御破損奉行相勤候ニ

付、如例格以勤日数御扶持方被下候」とある

（「堀田豊前守留書」）。扶持は日払いの給金

で、御破損奉行は修復に従事した日数に応じて

「御扶持方」を下された。

22 城内下々の通行
下々の通行の世話がない／下々は城内を御
城札で通行する

委細不明

23 破損奉行の役所筆工 役所筆工御入用／役所筆工自入用 委細不明

二条大坂善悪之事

表

解題　国立公文書館内閣文庫蔵「雑事記」二条城関係箇所抜粋
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